
禁煙外来のお知らせ 
 

 

 

 

 

治療内容 禁煙治療を保険診療で行うにあたって、一定の条件(下記参照)をみたす必要があります。保険診療での禁煙

治療には、貼り薬、または内服薬による方法の２種類があります。いずれの治療法も約３ヶ月かかります。 

① 貼り薬： ニコチンパッチという貼り薬から少しずつニコチンを体内に吸収することにより 

タバコの禁断症状を防ぐ方法をニコチン置換療法といいます。 

これを一日一枚８～１０週間続けます。パッチの大きさは徐々に小さくなります。 

② 内服薬： ※チャンピックスという錠剤の内服により治療を行います。この内服薬は喫煙行動の関係する 

脳の働きを抑える効果があります。ニコチンは含まれていません。 

規定濃度の薬を１週間内服後に禁煙を行います。計１２週間の内服を行います。 

※ 2021年 6月 販売元より安定供給の確保ができないとの通知がきており、その影響等により 

当院も新規患者さまの治療は、9月 24日現在、受付を中止しております。予めご了承ください。 

     再開の目途がつきましたら掲示にてお知らせいたします。 

 

治療スケジュールは下記のとおりです。 

いずれの治療法も約３ヶ月かかります。通院日数は初回を含め５回です。禁煙治療にかかる費用は健康保険適用 

で３割負担の場合、薬剤費込み３ヶ月総額は貼り薬で１２０００円前後、内服薬で１８０００円前後となります。 
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9時から 12時 

午 後 

14時から 17時 

石山医師 火曜日  ● 

川又医師 金曜日 ●  


